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告

示

(

第
五
百
八
十
三
号)

○
福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー)

一

企

業

局

○
福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

企
業
局
管
理
課)

一

教
育
委
員
会

○
九
州
歴
史
資
料
館
職
員
の
小
郡
市
駐
在
に
関
す
る
訓
令

(

教
育
庁
総
務
課)

一

福
岡
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱

(

昭
和
三
十
九
年
五
月
福
岡
県
告
示
第
四
百
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
飛
梅
寮
の
項
を
削
り
、
豊
前
寮
の
項
管
理
者
の
欄
中

｢

豊
前
土
木
事
務
所
長｣

を

｢

京
築

県
土
整
備
事
務
所
長｣

に
改
め
、
直
方
寮
の
項
を
削
り
、
田
川
寮
の
項
管
理
者
の
欄
中

｢

田
川
保
健
福

祉
環
境
事
務
所
長｣

を

｢

田
川
保
健
福
祉
事
務
所
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
岡
県
企
業
管
理
者

山

田

修

嗣

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程

(

平
成
十
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

三
万
円｣

を

｢

五
万
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

福
岡
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

本

庁

出
先
機
関

九
州
歴
史
資
料
館
職
員
の
小
郡
市
駐
在
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
岡
県
教
育
委
員
会

九
州
歴
史
資
料
館
職
員
の
小
郡
市
駐
在
に
関
す
る
訓
令

(

目
的)

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則

(

平
成
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
九
州
歴
史
資
料
館
職
員

(

以
下

｢

職
員｣

と
い
う
。)

を

小
郡
市
に
駐
在
さ
せ
、
も
っ
て
行
政
の
適
正
か
つ
能
率
的
な
遂
行
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
駐
在
場
所
等)

第
二
条

駐
在
さ
せ
る
職
員

(

以
下

｢

駐
在
職
員｣

と
い
う
。)

の
駐
在
場
所
等
は
次
の
と
お
り
と
す

る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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目

次

告

示

企

業

局

教
育
委
員
会

区
分

駐
在
場
所

所
属
機
関
名

担
当
事
務
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(
指
揮
系
統)

第
三
条

駐
在
職
員
は
、
所
属
機
関
の
長
の
指
揮
を
受
け
て
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
。

(

補
則)

第
四
条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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連
絡
事
務
関
係

小
郡
市

九
州
歴
史
資
料
館

九
州
歴
史
資
料
館
の
移
転
に
伴
う
連
絡

事
務
に
関
す
る
こ
と
。


